
新型コロナウイルス感染症の影響に対する外国人及び受入れ機関への支援策①（外国人への支援）

［生活維持に係る支援］

国民健康保険・後期高齢者医療・介護保険の保険料の減免等

○感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る国民健康保険料（税）等の減免を行った市町村等への支援
○対象者：国民健康保険・後期高齢者医療・介護保険の被保険者（中長期在留者等の外国人を含む。）

国民年金保険料の免除

○感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る国民年金保険料の免除
○対象者：国民年金の被保険者（中長期在留者等の外国人を含む。）

電気・ガス・電話・水道料金、ＮＨＫ受信料の支払猶予等の要請

○感染症の影響により、電気・ガス・電話・水道料金、ＮＨＫ受信料の支払に困難な事情がある契約者につき、その
置かれた状況に配慮し、料金の支払の猶予等について、柔軟な対応を行うことを事業者に要請

○ＮＨＫ受信料について、相談窓口を設置するとともに、負担軽減措置を実施
○対象者：電気・ガス・電話・水道・ＮＨＫ受信契約の契約者（中長期在留者等の外国人を含む。）

住居確保給付金の対象範囲の拡大

○離職等や自己の責に帰さない理由等による就業機会の減少により経済的に困窮し、住居を失った者又はそのおそれ
がある者に対し、所要の求職活動等を条件に住居確保給付金を支給

○対象者：離職・廃業後２年以内又は休業等により、収入が減少し、離職等と同程度の状況にある者で、給付要件を
満たす者（中長期在留者等の外国人を含む。）

公営住宅等の入居者等への柔軟な対応

○公営住宅について、事業主体に対し、既入居者に対する家賃支払の猶予、家賃減免等の負担軽減措置や、入居希望
者に対する保証人の免除など、入居要件の弾力的取扱いなどの柔軟な対応を要請

○ＵＲ賃貸住宅について、生活困窮者に対する行政窓口の紹介や、滞納家賃の分割支払の協議など、柔軟な対応を
実施

○対象者：公営住宅・ＵＲ賃貸住宅の入居者・入居希望者（中長期在留者等の外国人を含む。）

生活保護

○現に生活に困窮している方に、最低生活の保障と自立の助長を図ることを目的として、困窮の程度に応じて生活費、
住居費等の必要な保護を実施

○対象者：資産、能力等全てを活用してもなお生活に困窮する方（外国人のうち、適法に日本に滞在し、活動に制限
を受けない者（永住者、定住者、日本人の配偶者等及び永住者の配偶者等の在留資格を有する者、特別永
住者、入管法上の認定難民等）に限る。）

令和４年１０月１日現在
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高等教育修学支援

○家計が急変した学生等に対する授業料減免や給付型・貸与型奨学金を通じた支援
○対象者：授業料等の支払が困難である学生（外国人のうち、特別永住者、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配

偶者等、定住者のうち永住する意思があると認められた者を含む。外国人留学生については、別途奨学金
制度を通じて支援）

［事業継続に係る支援］

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金

○地方自治体が実施する感染拡大の防止及び感染拡大の影響を受けた地域経済、住民生活の支援

国税・地方税の納税・徴収の猶予制度

○１年間、納税・徴収が猶予（分割納付）される制度（状況に応じて更に猶予が延長できる場合がある。）
延滞税（金）が軽減され、担保の提供が不要となる場合がある（国税については原則不要。地方税については都道
府県、市町村の窓口にお問合せください。）。

○対象者：新型コロナウイルス感染症等の影響により、一時に納税することが困難な者（中長期在留者等の外国人を
含む。）

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000622924.pdf#page=16
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11308.html
https://www.enecho.meti.go.jp/coronavirus/
https://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/gyoumukanri_sonota/covid-19/ict.html#telephone
http://www.moj.go.jp/isa/content/001320132.pdf
https://pid.nhk.or.jp/jushinryo/corona_jushinryo.html
https://corona-support.mhlw.go.jp/jukyokakuhokyufukin/index.html
https://www.ur-net.go.jp/emg/saigai/2020corona.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/seikatuhogo/index.html
https://www.mext.go.jp/a_menu/coronavirus/benefit/index.html
https://www.chisou.go.jp/tiiki/rinjikoufukin/index.html
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan.htm
https://www.soumu.go.jp/menu_kyotsuu/important/kinkyu02_000399.html


新型コロナウイルス感染症の影響に対する外国人及び受入れ機関への支援策①（外国人への支援）

［就労に係る支援］

雇用調整助成金の特例措置の拡大

○アルバイト等、雇用保険被保険者でない労働者の休業への助成金支給対象の拡大
○休業等の上限額・助成率の引上げ（上限額は最大12,000円 【注】 、助成率は最大100％）
○対象：感染症の影響を受ける事業主（中長期在留者等の外国人、外国人を雇用する者を含む。）

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金

○小学校等の臨時休業等に伴い、子どもの世話を行うために、契約した仕事ができなくなった委託を受けて個人で仕
事をする保護者に対し、仕事ができなかった日について、以下の額を支給。
令和４年７～９月：１日当たり4,500円（7,500円）（定額）
令和４年10～11月：１日当たり4,177円（6,000円）（定額）
※申請の対象期間中に緊急事態宣言の対象区域又はまん延防止等重点措置を実施すべき区域に住所を有する方には

上記の（）内の額を支給。
○対象：次の①又は②の子どもの世話を行うことが必要となった、委託を受けて個人で仕事をする保護者

①新型コロナウイルス感染症に関する対応として、ガイドライン等に基づき、臨時休業等した小学校等に通
う子ども

②新型コロナウイルスに感染した子ども等、小学校等を休むことが適当と認められる子ども
○対象期間：仕事ができなかった日が令和４年７月１日から同年11月30日までの期間分

新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金

雇用保険の求職者給付

○失業された方が、安定した生活を送りつつ、１日も早く再就職出来るよう求職活動を支援
○対象者：雇用保険の被保険者であって、受給要件を満たす者（中長期在留者等の外国人を含む。）
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令和４年１０月１日現在

○新型コロナウイルス感染症の影響により休業させられた中小企業の労働者と大企業に雇用されるシフト制労働者の
うち、休業手当の支払を受けることができなかった労働者に対して支給

○休業前賃金の80％（日額上限は11,000円（令和４年10月・11月の休業については、日額上限は8,800円）、
休業実績に応じて支給）

○対象者：新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により休業させられた中小企業の労働
者と大企業に雇用されるシフト制労働者等のうち、休業期間中の賃金（休業手当）の支払を受けることが
できなかった労働者（雇用保険の被保険者でない方も対象であり、中長期在留者等の外国人を含む。）

［更新］

［更新］

実習が継続困難となった技能実習生等に対する就労の維持

○解雇等された外国人の情報を職業紹介機関に提供することによる迅速かつ効率的なマッチング
○在留資格「特定活動（就労可）」の付与（更新可）、人手不足分野の異業種への転職や特定技能への円滑な移行支
援

○対象者：感染症の影響により解雇等され、実習が継続困難となった技能実習生、技能実習を修了し、帰国が困難な
元技能実習生等

※出入国者数が増加している状況を踏まえ、感染症の影響により特例的な在留を認めている外国人の方について、
帰国に向けた措置を取ることになりました（令和４年５月３１日）。詳細は上記リンク先を御覧ください。

［在留関係諸申請に係る取扱い］

在留資格認定証明書の有効期間等の延長

【在留資格認定証明書の有効期間の延長】
○在留資格認定証明書の有効期間について、以下のとおり取り扱う（令和４年６月２２日変更）。
・作成日が２０２０年１月１日から２０２２年４月３０日まで → ２０２２年１０月３１日まで
・作成日が２０２２年５月１日から２０２２年７月３１日まで → 作成日から「６か月間」有効

※なお、前回の申請内容から変更がなく、２０２３年１月３１日までに在留資格認定証明書交付申請をする場合
は、原則として、①交付済みの在留資格認定証明書（原本又は写し）及び②受入機関等が作成した理由書を提
出すれば速やかに新たな在留資格認定証明書を交付する。

【再入国許可による出国中に再入国許可の有効期間の満了日が経過した永住者への対応】
○入国制限措置が解除された日の６か月後以降、出入国在留管理庁が別途指定する日までに査証申請した者は、
再度日本に入国する際、入国時に「永住者」の在留資格を付与

［更新］

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10231.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koyouhoken/index_00003.html
https://www.moj.go.jp/isa/nyuukokukanri01_00155.html
https://www.moj.go.jp/isa/content/930005026.pdf
https://www.moj.go.jp/isa/content/930005855.pdf


新型コロナウイルス感染症の影響に対する外国人及び受入れ機関への支援策①（外国人への支援）

［在留関係諸申請に係る取扱い］

帰国困難者等への対応

○感染症の影響による帰国困難者等につき、在留・就労等の継続を可能とする許可（短期滞在者等への資格外活動許
可を含む。）
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※出入国者数が増加している状況を踏まえ、感染症の影響により特例的な在留を認めている外国人の方について、
帰国に向けた措置を取ることになりました（令和４年５月３１日）。詳細は上記リンク先を御覧ください。

令和４年１０月１日現在

https://www.moj.go.jp/isa/nyuukokukanri01_00155.html


新型コロナウイルス感染症の影響に対する外国人及び受入れ機関への支援策②（受入れ機関への支援）

［雇用維持・事業継続に係る支援］

雇用調整助成金の特例措置の拡大

○アルバイト等、雇用保険被保険者でない労働者の休業への助成金支給対象の拡大
○休業等の上限額・助成率の引上げ（上限額は最大12,000円、助成率は最大100％）
○対象：感染症の影響を受ける事業主（中長期在留者等の外国人、外国人を雇用する者を含む。）

新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金

両立支援等助成金（介護離職防止支援コース（新型コロナウイルス感染症対応特例））

○介護のための有給の休暇制度を設け、仕事と介護の両立支援制度の内容を含めて社内に周知し、当該休暇を合計５
日以上労働者に取得させた中小企業事業主に対して助成労働者１人当たり
取得した休暇日数が合計５日以上10日未満 20万円
取得した休暇日数が合計10日以上 35万円
※１中小企業事業主当たり５人まで支給

○対象：新型コロナウイルス感染症への対応として利用できる介護のための有給の休暇制度を設け、当該制度を含め
て仕事と介護の両立支援制度の内容を社内に周知し、労働者に当該休暇を取得させた中小企業事業主
※所定労働日の20日以上取得できる制度であることが必要
※法定の介護休業、介護休暇、年次有給休暇とは別の休暇制度であることが必要

新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得に係る助成金

○新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、医師等の指導により休業が必要とされた妊娠中の女
性労働者が取得できる有給の休暇制度を整備し、一定の休暇を取得させた事業主に対して助成

○対象：事業主（新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、医師等の指導により休業が必要とさ
れた妊娠中の女性労働者に、有給（年次有給休暇で支払われる賃金相当額の６割以上）の休暇制度（年次有
給休暇を除く）を整備し、社内に周知し、当該休暇を取得させた場合）

○制度導入に係る助成：新たに制度を整備・周知し、５日以上の休暇取得者が出たとき 15万円（１回限り）
○制度利用に係る助成：20日以上の休暇取得者が出たとき 28.5万円（５人まで）

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金

○地方自治体が実施する感染拡大の防止及び感染拡大の影響を受けた地域経済、住民生活の支援
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○小学校等が臨時休業等した場合等に、その小学校等に通う子どもの保護者である労働者に有給休暇を取得させた事
業主に対して、支払った賃金額の10/10を助成
助成金の日額上限は、令和４年7～9月に取得した休暇 ：1日あたり9,000円（15,000円）

令和４年10～11月に取得した休暇：1日あたり8,355円（12,000円）
※休暇期間中に緊急事態宣言の対象区域又はまん延防止等重点措置を実施すべき区域に事業所のある企業について

は、上記の（）内の額が日額上限。
○対象：次の①又は②の子供の世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、労働基準法上の年次有給

休暇とは別途、有給（賃金全額支給）の休暇を取得させた事業主
①新型コロナウイルス感染症に関する対応として、ガイドライン等に基づき、臨時休業等した小学校等に通う
子ども

②新型コロナウイルスに感染した子ども等、小学校等を休むことが適当と認められる子ども
○対象期間：令和４年７月１日から同年11月30日の間に取得した有給の休暇分

令和４年１０月１日現在

［更新］

［更新］

［事業継続に係る支援］

新型コロナウイルス特別貸付

○感染症の影響を受けて業況が悪化した中小企業・小規模事業者等に対し、日本政策金融公庫等による新型コロナウ
イルス特別貸付を令和４年１２月末実施。

○対象：中小企業、小規模事業者（外国人を雇用する企業を含む。）等、フリーランスを含む個人事業者（中長期在
留者等の外国人を含む。）

資本性資金供給

○キャッシュフローが不足するスタートアップ企業や一時的に財務状況が悪化した企業再建に取り組む持続可能な企
業に対して、日本政策金融公庫において、長期間元本返済がなく、民間金融機関が自己資本とみなすことができる
資本性劣後ローンを供給

○対象：中小企業、小規模事業者（外国人を雇用する企業を含む。）等、フリーランスを含む個人事業者（中長期在
留者等の外国人を含む。）

［更新］

［更新］

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/ryouritsu01/
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11686.html
https://www.chisou.go.jp/tiiki/rinjikoufukin/index.html
https://www.chusho.meti.go.jp/koukai/yosan/2021/1224/003_shikinguri.pdf
https://www.chusho.meti.go.jp/koukai/yosan/2021/1224/003_shikinguri.pdf
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［税制措置、支払猶予等］

国税・地方税の納税・徴収、厚生年金保険料等の納付の猶予制度

厚生年金保険料等の標準報酬月額の特例改定

電気・ガス・電話・水道料金、ＮＨＫ受信料の支払猶予等の要請

○感染症の影響により、電気・ガス・電話・水道料金、ＮＨＫ受信料の支払に困難な事情がある契約者につき、その
置かれた状況に配慮し、料金の支払の猶予等について、柔軟な対応を行うことを事業者に要請

○ＮＨＫ受信料について、相談窓口を設置するとともに、負担軽減措置を実施
○対象者：電気・ガス・電話・水道・ＮＨＫ受信契約の契約者（外国人を雇用する企業を含む。）

○新型コロナウイルス感染症の影響により休業した方で、休業により報酬が著しく下がった方について、健康保険・
厚生年金保険料の標準報酬月額を、通常の随時改定（４か月目に改定）によらず、特例により翌月から改定可能と
すること及び既に特例改定を受けた方のうち、一定の要件に該当する場合は令和４年９月から適用された定時決定
を特例により変更可能とする措置

○対象者：次の①又は②に該当する方が対象（被保険者資格を有する外国人を含む。）
①令和４年８月から令和４年11月までの間に休業により報酬が著しく低下した方の特例
（※次の全てに該当する方が対象）
・新型コロナウイルス感染症の影響による休業（時間単位を含む。）があったことにより、令和４年
８月から令和４年11月までの間に、報酬が著しく低下した月が生じた方

・著しく報酬が低下した月に支払われた報酬の総額（１か月分）に該当する標準報酬月額が、既に設
定されている標準報酬月額に比べて２等級以上下がった方

・本特例措置による改定内容に本人が書面により同意している方
②令和３年６月から令和４年５月までに休業により著しく報酬が低下し特例改定を受けている方の特例
（※次の全てに該当する方が対象）
・新型コロナウイルス感染症の影響による休業（時間単位を含む。）があったことにより、令和３年
６月から令和４年５月までに報酬が著しく低下し、特例改定を受けた方（令和２年度もしくは令和
３年度において、定時決定における保険者算定の特例を受けた方を含む・休業が回復した者を除く。)

・令和４年８月に支払われた報酬の総額に該当する標準報酬月額が、令和４年９月の定時決定で決定
された標準報酬月額に比べて２等級以上低い方

・本特例措置による改定内容に本人が書面により同意している方

○１年間、納税・徴収等が猶予（分割納付）される制度（状況に応じて更に猶予が延長できる場合がある。）
延滞税（金）が軽減され、担保の提供が不要となる場合がある（国税、厚生年金保険料等については原則不要。地
方税については都道府県、市町村の窓口にお問い合わせください。）。

○対象者：新型コロナウイルス感染症等の影響により、一時に納税、納付することが困難な者（外国人を雇用する企
業を含む。）

令和４年１０月１日現在

［更新］

https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan.htm
https://www.soumu.go.jp/menu_kyotsuu/important/kinkyu02_000399.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10925.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_12100.html
https://www.enecho.meti.go.jp/coronavirus/
https://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/gyoumukanri_sonota/covid-19/ict.html#telephone
http://www.moj.go.jp/isa/content/001320132.pdf
https://pid.nhk.or.jp/jushinryo/corona_jushinryo.html

